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関係市町介護保険担当課長 様 

 

兵庫県健康福祉部社会福祉局高齢社会課長 

 

 

東北地方太平洋沖地震等に伴う要援護者等への適切な支援 

及びケアマネジメント等の取扱いについて（通知） 

 

 

このたびの東北地方太平洋沖地震等に伴う要援護者等への適切な支援等について、厚生労働省

老健局振興課から、別添のとおり通知がありました。 

当該通知では、居宅介護支援や介護予防支援を実施するにあたり、利用者の支援を最優先に考

慮しつつ、柔軟な対応をすることとなっています。 

つきましては、貴市町管内の居宅介護事業所及び地域包括支援センターに周知されるようお知

らせします。 

  

 

記 

 

１ 居宅介護支援及び介護予防支援の基準及び報酬について、被災地外であって避難者の受入

を行っている地域の事業者が形式的に基準等を満たさないことをもって、県、保険者の指導

の対象とはならない。 

（国通知 ２．居宅介護支援及び介護予防支援の基準及び取扱いについて）  

   

２ 利用者が遠隔地等へ避難する場合の円滑なサービス提供について、避難元と避難先の介護

支援専門員、市区町村及び地域包括支援センターが緊密に連携して対応を行うこと。 

 （国通知 ３．利用者が遠隔地等へ避難する場合の円滑なサービス提供について） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

兵庫県健康福祉部社会福祉局 

高齢社会課介護事業者係・高年保健福祉係 

TEL:078－341－7711 内線 2733、2941 

FAX:078－362－9470 








